
  

 

 

 

 相模原市では、市立中学校３０校でデリバリー方式による中学校給食を実施しています。 

デリバリー方式とは、個別のランチボックスに給食を盛付けた状態で学校へお届けする方式です。

給食の調理は、学校給食の衛生管理基準等に準拠し民間調理事業者が行います。事前に給食費のお

支払い及びご予約が必要となります。 

この早わかりガイドは、皆さんに中学校給食を理解していただくことを目的に作成しています。

給食の予約方法については、「中学校給食予約マニュアル」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛乳アレルギーや乳糖不耐症等で、牛乳を飲用できない方は、「飲用牛乳除去申出書」を学校にご提

出いただくことにより、牛乳を除いた給食（給食費２６３円（平成２８年度））を用意いたします。 

 

 

ブロック 中学校名 

Ａ 大野南中、上鶴間中、大野台中、谷口中、新町中、鵜野森中、東林中 

Ｂ 相陽中、相模台中、麻溝台中、緑が丘中、相武台中、弥栄中、若草中、由野台中 

C 大野北中、共和中、中央中 

D 上溝中、清新中、田名中、上溝南中 

E 大沢中、旭中、相原中、小山中、内出中、北相中、内郷中、藤野中 

相模原市立中学校給食 早わかりガイド【改訂版 Vol.９】 

中学校給食の考え方 

【安全安心な給食】 

教育委員会の栄養士が献立を

作成し、食材の選定・発注（原

則国産）をします。 

 また、調理施設や配膳室の衛

生管理を徹底します。 

 

【教育の一環としての給食】 

 献立表に食に関する情報を掲載

するなど、望ましい食習慣の育成

や食育を推進します。 

 

【利用しやすい給食】 

 インターネット予約や一日単

位の予約など保護者の利便性を

高める工夫をします。 

また、生徒が現金を取り扱う

ことを最小限にします。 

 

給食のご利用について 

【１食３１５円】 

主食（主にごはん）、 

副食（４品程度のおかず）、 

牛乳（200ｍｌ）がつきます。 

※牛乳のみの場合は、１本あたり 

５２円（28 年度）です。 

【事前払い】 

払込用紙を使って、事前にコン

ビニエンスストアで給食費を払い

込んでいただきます。5,773 円（18

食分）か 28,453 円（90 食分）で

支払い(103 円手数料込)。 

【予約単位】 

「一日」、｢一か月｣及び「卒業時

まで継続（在校時一括予約。新

１年生は入学後募集）」の単位で

予約することができます。 

 

【休んだときは】 

食材を発注しているため、返

金できません。 

※衛生管理上、給食を持ち帰

ることはできません。 

【学級閉鎖のときは】 

学級閉鎖決定日の翌日を初日と

し、２日目から返金します。 

（例）学級閉鎖が月曜日に決まっ

た場合、水曜日以降返金。 

【精算は】 

払込み額と予約した額に差が

生じた場合、卒業時に返金しま

す。返金額が多額にならないよ

うご協力をお願いします。 

牛乳が飲めない場合 

ブロック別学校名 

相模原市教育委員会 
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■お問い合わせ先 ： 相模原市学校保健課 給食班 ℡042-769-8283 
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①給食費の前納 

 

②入金情報 

 

⑤発注 

 

⑥食材納品 

 ④予約情報 

 

④予約情報 

 

⑧喫食 

 

③インターネット予約 ※ 

 

データセンター 

 

   ②払込情報 

 

PC、 

スマート 

フォン 

 

※インターネットのほかマークシートによる予約も可能です。 

 

【その他お知らせ】 

○ 牛乳のみの予約も可能です。１本５２円（平成２８年度）で、毎年度金額が変わる可能性があ

ります。牛乳のみを予約する場合も払込用紙は同じものを使用します。 

○ 食物アレルギー対応食の対応ができないため、自宅からお弁当を持参することが可能です。 

○ 食物アレルギーをお持ちの方で、加工品等の使用食材の詳細について確認したい場合は、学校

保健課までお問合せください。 

○ 給食費は月額ではありません。払い込みいただいた給食費からご予約分の給食費を差し引いた

額が残高となり、その残高は、翌月、翌年度へと繰越されます。卒業時に残金がある場合は、

原則として口座振込により返金します。 

○ 給食で使用する、箸やスプーンは持参する必要はありません。 

○ 払込用紙は、９月と２月の年２回、半年分ずつ払込用紙を配付します。 

○ 予約日当日、学校を欠席した場合、事前に食材を発注しているため返金できません。なお、入院等に

より長期欠席（連続して７日以上）となる場合は、学校から学校保健課に申し出があった日の翌日を

１日目とし、２日目から予約を取り消します。学校に欠席の連絡を入れる際に、給食の予約取り消し

について申し出てください。 

○ 食べる量の個人差については、個別の対応はできませんが、各クラスにおかわり用のごはんを用意す

ることで対応しています。 

○ その他、ご不明点等があれば、学校保健課（電話 042-769-8283）までお問合せください。 

２ 

給食の予約から喫食まで（イメージ） 

⑦調理・配送 

 


